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平成１２年１月２０日 

消防庁告示第１号 

最終改正 平成２９年２月 
 

消防力の整備指針 
 
第１章 総則 
（趣旨） 
第１条 この指針は、市町村が火災の予防、警戒及び鎮圧、救急業務、人命の救助、災害応急対策その

他の消防に関する事務を確実に遂行し、当該市町村の区域における消防の責任を十分に果たすために

必要な施設及び人員について定めるものとする。 
２ 市町村は、この指針に定める施設及び人員を目標として、必要な施設及び人員を整備するものとす

る。 
 
（定義） 
第２条 この指針において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

（１） 市街地 建築物の密集した地域のうち、平均建ぺい率（街区（幅員４メートル以上の道路、

河川、公園等で囲まれた宅地のうち最小の一団地をいう。以下同じ。）における建築物の建築面

積の合計のその街区の面積に対する割合をいう。以下同じ。）がおおむね１０パーセント以上の

街区の連続した区域又は２以上の準市街地が相互に近接している区域であつて、その区域内の

人口が１万以上のものをいう。 
（２） 準市街地 建築物の密集した地域のうち、平均建ぺい率がおおむね１０パーセント以上の街

区の連続した区域であって、その区域内の人口が１，０００以上１万未満のものをいう。 
（３） 署所 消防署又はその出張所をいう。 
（４） 動力消防ポンプ 消防ポンプ自動車、手引動力ポンプ又は小型動力ポンプをいう。 
（５） 警防要員 火災の警戒及び鎮圧並びに災害の発生時における人命の救助その他の被害の防御

に従事する消防吏員をいう。 
（６） 予防要員 火災の予防に従事する消防職員をいう。 
（７） 消防隊 消防法（昭和２３年法律第１８６号）第２条第８項に規定する消防隊のうち、救助

隊及び指揮隊以外のものをいう。 
（８） 救助隊 救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令（昭和６１年自治省令第２２号。

以下「救助省令」という。）第１条に規定する救助隊をいう。 
（９） 指揮隊 災害現場において指揮活動を行う消防吏員の１隊をいう。 
（10） 救急隊 消防法第２条第９項に規定する救急業務を行う消防法施行令（昭和３６年政令第３

７号）第４４条第５項に規定する消防吏員（以下「救急隊員」という。）の１隊又は救急隊員

及び同条第６項に規定する消防職員（第２８条において「准救急隊員」という。）の１隊をい

う。 
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（基本理念） 
第３条 市町村は、住民の消防需要に的確に対応するため、次の各号に掲げる事項に配慮しつつ、消防

力を整備するものとする。 
（１） 消防職員がその業務を的確に実施するために必要な職務能力を有するとともに、相互に連携

した活動を行うことができるようにすること等により、総合的な消防力の向上を図ること。 
（２） 災害の複雑・多様化に対応した警防体制、防火対象物の大規模・複雑化、危険物の多様化等

に対応した高度かつ専門的な予防体制及び救急需要の増加等に対応した救急体制その他の適

切な消防体制の整備を図ること。 
（３） 災害対応における地域の防災力を高めるため、消防団の充実強化、災害情報の伝達等に必要

な資機材の整備等を図るとともに、消防機関、市町村の防災部局、自主防災組織等が相互に連

携を深めること。 
（４） 大規模な災害や武力攻撃事態等に対応するため、他の市町村、都道府県及び関係機関と広域

的な協力体制を確保するとともに、住民の避難誘導等を的確に実施すること。 
 
第２章 施設に係る指針 
（署所の数） 
第４条 市街地には、署所を設置するものとし、その数は、別表第１（積雪寒冷の度の甚だしい地域（以

下「積雪寒冷地」という。）にあっては、別表第２。以下この条において同じ。）に掲げる市街地の区

域内の人口について別表第１に定める署所の数を基準として、地域における地勢、道路事情、建築物

の構造等の特性（以下「地域特性」という。）を勘案した数とする。 
２ 前項の規定にかかわらず、市街地のうちその区域内の人口が３０万を超えるもの（以下「大市街地」

という。）に設置する署所の数は、当該大市街地を人口３０万単位の地域に分割し、当該分割に係る地

域を１の市街地とみなして、当該地域の人口についてそれぞれ別表第１に定める署所の数を合算して

得た数を基準として、地域特性を勘案した数とする。この場合において、同表中「市街地の区域内の

人口」とあるのは「分割に係る地域の人口」と読み替えるものとする 
３ 市街地に該当しない地域には、地域の実情に応じて当該地域に署所を設置することができる。 
 
（動力消防ポンプの数） 
第５条 市街地には、動力消防ポンプを配置するものとし、その数は、別表第３（積雪寒冷地にあって

は、別表第４。以下この条において同じ。）に掲げる市街地の区域内の人口について別表第３に定める

消防本部又は署所及び消防団の管理する動力消防ポンプの数を基準として、地域特性を勘案した数と

する。 
２ 前項の規定にかかわらず、大市街地に配置する動力消防ポンプの数は、当該大市街地を人口３０万

単位の地域に分割し、当該分割に係る地域を１の市街地とみなして、当該地域の人口についてそれぞ

れ別表第３に定める消防本部又は署所及び消防団の管理する動力消防ポンプの数を合算して得た数

を基準として、地域特性を勘案した数とする。この場合において、同表中「市街地の区域内の人口」

とあるのは「分割に係る地域の人口」と読み替えるものとし、分割に係る地域の人口が７万未満の場

合には、当該地域に配置する動力消防ポンプの数は、別表第５に掲げる分割に係る地域の人口につい

て、同表の定めるとおりとする。 
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３ 準市街地に配置する動力消防ポンプの数は、別表第６に掲げる準市街地の区域内の人口について同

表に定める動力消防ポンプの数を基準として、地域特性を勘案した数とする。 
４ 前項の規定による動力消防ポンプの数は、動力消防ポンプについてそれぞれ次に掲げる口数を基礎

として算出する。 
消防ポンプ自動車  ２口 
手引動力ポンプ   １口 
小型動力ポンプ   １口 

５ 市街地及び準市街地に該当しない地域には、地域の実情に応じて、必要な数の動力消防ポンプを配

置するものとする。 
６ 第１項から第３項まで及び前項の規定による動力消防ポンプは、消防本部若しくは署所又は消防団

が管理するものとする。 

 

（旅館等の割合の大きい市街地及び準市街地の特例） 
第６条 市街地又は準市街地の区域内における消防法施行令別表第１（以下「令別表」という。）に定め

る（５）項イの防火対象物の数の当該市街地又は準市街地の区域内の人口に対する割合が、他の市街

地又は準市街地の区域内における割合に比して著しく大きいときは、第４条及び第５条の規定の適用

については、当該市街地又は準市街地の区域内の人口に、次の算式により算出された人口を加えた数

を当該市街地又は準市街地の区域内の人口とみなす。 
Ｐ＝（a－0.64p）／31 

この算式において、Ｐ、ｐ及びａは、それぞれ次の数値を表すものとする。 
Ｐ 加算する人口（小数点１位以下は、切り捨てる。） 
ｐ 当該市街地又は準市街地の人口 
ａ 当該市街地又は準市街地の区域内における令別表に定める（５）項イの防火対象物の延べ面積の

合計の数値（１平方メートル未満は、切り捨てる。） 
 

 （はしご自動車） 
第７条 高さ１５メートル以上の建築物（以下「中高層建築物」という。）の火災の鎮圧等のため、１の

消防署の管轄区域に中高層建築物の数がおおむね１０棟以上、又は令別表中（１）項、（４）項、（５）

項イ及び（６）項イ等に掲げる防火対象物のうち中高層建築物の数がおおむね５棟以上ある場合には、

はしご自動車（屈折はしご自動車を含む。以下同じ。）１台以上を当該消防署又はその出張所に配置す

るものとする。ただし、当該消防署の管轄区域が次の各号のいずれにも該当し、かつ、延焼防止のた

めの消防活動に支障のない場合には、この限りでない。 
（１） 当該消防署の管轄区域に存する中高層建築物が９０棟未満であること。 
（２） 当該消防署の管轄区域に存する中高層建築物における火災等において、当該消防署とその管

轄区域が隣接する消防署又はその出張所に配置されたはしご自動車が出動から現場での活動

の開始まで３０分未満で完了することができること。 
２ 前項の規定によるはしご自動車は、署所が管理するものとする。 
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（化学消防車） 
第８条 危険物の規制に関する政令（昭和３４年政令第３０６号）第６条第１項に規定する製造所等（以

下「危険物の製造所等」という。）及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和

３２年法律第百６６号。以下「核原料物質等規制法」という。）第２条第４項に規定する原子炉を設置

している事業所等（以下「原子炉設置事業所等」という。）の火災の鎮圧のため、化学消防車（大型化

学消防車及び大型化学高所放水車を含む。以下同じ。）を配置するものとし、その数は、次の各号に掲

げる数を合算して得た数を基準として、市町村に存する危険物の製造所等及び原子炉設置事業所等の

数、規模、種類等を勘案した数とする。 
（１） 消防法別表第１に定める第４類の危険物を貯蔵し、又は取り扱う製造所、屋内貯蔵所、屋外

タンク貯蔵所、屋外貯蔵所及び一般取扱所（以下「第４類危険物の５対象施設」という。）の施

設ごとの数に、4T別表第７4Tに定める第４類危険物の５対象施設ごとの補正係数をそれぞれ乗じて

得た数の合計（以下「補正後施設合計数」という。）に応じ次に掲げる台数 
イ 補正後施設合計数が５０以上５００未満の場合 １台 
ロ 補正後施設合計数が５００以上１，０００未満の場合 ２台 
ハ 補正後施設合計数が１，０００以上の場合 ２台に千を超える補正後施設合計数おおむね

１，０００ごとに１台を加算した台数 
 

（２） 第４類危険物の５対象施設のうち危険物の規制に関する規則（昭和３４年総理府令第５５号）

第４７条の４に該当するもの以外のものにおいて貯蔵し、又は取り扱う第４類危険物の貯蔵最

大数量及び取扱最大数量を合算して得た数量（以下「第４類危険物の最大貯蔵・取扱量」とい

う。）に応じ、次に掲げる台数（ただし、第４類危険物の最大貯蔵・取扱量が指定数量（消防法

第９条の４第１項に規定する指定数量をいう。以下同じ。）の６万倍未満の場合において、同一

事業所の屋外タンク貯蔵所で第４類の危険物を貯蔵する最大数量が１，０００キロリットルを

超えるときには１台） 
イ 第４類危険物の最大貯蔵・取扱量が指定数量の６万倍以上２４０万倍未満の場合 １台 
ロ 第４類危険物の最大貯蔵・取扱量が指定数量の２４０万倍以上４８０万倍未満の場合 ２台 
ハ 第４類危険物の最大貯蔵・取扱量が指定数量の４８０万倍以上の場合 ３台 

（３） 核原料物質等規制法第２条第５項に規定する発電用原子炉を設置している工場若しくは事業

所又は同条第１０項に規定する再処理を行う設備若しくは附属施設を設置している工場若し

くは事業所の数が１以上の場合 １台 
２ 前項第１号の規定にかかわらず、同号に掲げる化学消防車の台数から同号中「第４類危険物の５対

象施設」を「第４類危険物の５対象施設（指定数量の倍数が１０以上のものに限る。）」と読み替えた

場合における同号に掲げる台数を減じて得た台数については、化学消防車に代えて消防ポンプ自動車

に泡を放出することができる装置を備えたものを配置することができる。 
３ 第１項の規定による化学消防車及び前項の規定による消防ポンプ自動車に泡を放出することがで

きる装置を備えたものは、消防本部又は署所が管理するものとする。 
 
 



5 
 

（大型化学消防車等） 
第９条 市町村の区域内に、石油コンビナート等災害防止法施行令（昭和５１年政令第１２９号。以下

「石災法施行令」という。）第８条第１項に規定する屋外貯蔵タンクを設置している石油コンビナー

ト等災害防止法（昭和５０年法律第８４号。以下「石災法」という。）第２条第６号に規定する特定事

業所（以下「特定事業所」という。）がある場合には、大型化学消防車、大型高所放水車及び泡原液搬

送車をそれぞれ１台配置するものとする。ただし、他の市町村からこれらの応援出動を受けることが

できる場合等には、この限りでない。 
２ 市町村の区域内に、石災法施行令第８条第１項の規定により大型化学消防車、大型高所放水車及び

泡原液搬送車をそれぞれ２台以上備え付けなければならない特定事業所（特定事業所に石災法施行令

第８条第２項に規定する送泡設備付きタンクがある場合には、当該特定事業所の当該送泡設備付きタ

ンクに送泡設備がないものとみなしたときに同条第１項の規定により備え付けるべきそれぞれの台

数を、当該特定事業所に備え付けなければならないそれぞれの台数とみなす。）があり、かつ、当該市

町村が次の各号のいずれにも該当する場合には、前項の規定にかかわらず大型化学消防車、大型高所

放水車及び泡原液搬送車をそれぞれ２台配置するものとする。 
（１） 当該市町村の区域内にある石油コンビナート等特別防災区域（石災法第２条第２号に規定す

る石油コンビナート等特別防災区域をいう。以下同じ。）に係る石油の最大貯蔵・取扱量が４０

０万キロリットル以上であること。 
（２） 当該市町村の区域内にある石油コンビナート等特別防災区域を管轄する消防署が２以上あり、

かつ、当該消防署のうち、２以上の消防署の管轄区域に、それぞれ常圧蒸留装置の処理能力が

１日当たり１万５，８９８キロリットル以上である特定事業所が１以上あること。 
３ 前２項の場合において、大型化学高所放水車を１台配置したときは、大型化学消防車及び大型高所

放水車をそれぞれ１台配置したものとみなす。 
４ 前３項の規定による大型化学消防車、大型高所放水車、大型化学高所放水車及び泡原液搬送車は、

消防本部又は署所が管理するものとする。 
 
（化学消防車の消防ポンプ自動車への換算） 
第１０条 前２条の規定により化学消防車を配置する場合には、地域の実情に応じて、化学消防車を消

防ポンプ自動車とみなして、第５条第１項から第３項まで又は第５項の規定による消防ポンプ自動車

の数を減ずることができる。 
 
（泡消火薬剤） 
第１１条 市町村の区域内の第４類危険物の５対象施設の数、第４類危険物の最大貯蔵・取扱量、原子

炉設置事業所等の数、特定事業所の数並びに石災法施行令第８条に規定する屋外貯蔵タンクの型、直

径及びそのタンクに貯蔵する石油の種類等を勘案し、必要な量の泡消火薬剤を備蓄するものとする。 
 
（消防艇） 
第１２条 水域に接した地域の火災の鎮圧等のため、消防艇を配置するものとし、その数は次の各号に

掲げる数を合算して得た数を基準として、地域特性を勘案した数とする。 
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（１） 水域に接した市街地で消防艇の接岸できる水路（消防ポンプ自動車による火災の鎮圧が可能

な市街地に係るものを除く。）の延長が３キロメートルを超え５キロメートル以下の場合に１

隻、５キロメートルを超える場合には、おおむね５キロメートルごとに１隻 
（２） 市町村の区域内に港湾法（昭和２５年法律第２１８号）第２条第２項に規定する国際戦略港

湾、国際拠点港湾及び重要港湾がある場合には、当該港湾における火災の鎮圧等に、必要と認

められる隻数 
２ 前項の規定による消防艇は、消防本部又は署所が管理するものとする。 
 
（救急自動車） 
第１３条 消防本部又は署所に配置する救急自動車の数は、人口１０万以下の市町村にあってはおおむ

ね人口２万ごとに１台を基準とし、人口１０万を超える市町村にあっては５台に人口１０万を超える

人口についておおむね人口５万ごとに１台を加算した台数を基準として、当該市町村の昼間人口、高

齢化の状況、救急業務に係る出動の状況等を勘案した数とする。 
２ 前項の規定による救急自動車は、消防本部又は署所が管理するものとする。 
 
（救助工作車） 
第１４条 消防本部又は署所に、救助省令第３条に規定する救助隊の配置基準数（同条第２項による増

減を行った場合には、当該増減後の配置基準数とする。次項において同じ。）と同数の救助工作車を配

置するものとする。 
２ 前項の規定にかかわらず、救助隊の配置基準数から救助省令第４条に規定する数（同条第２項によ

る増減を行った場合には、当該増減後の数とする。）を控除した数については、救助工作車に代えて、

同様の救助器具積載能力を有する消防用自動車等（第１７条第３項に規定する消防用自動車等をいう。

次項において同じ。）のうち救助工作車以外のものを充て、前項の規定により配置するものとされる

救助工作車の台数から減ずることができる。 
３ 第１項の規定による救助工作車及び前項の規定により救助工作車に代えて充てる消防用自動車等

は、消防本部又は署所が管理するものとする。 
 
（指揮車） 
第１５条 災害現場において指揮活動を行うため、指揮車を配置するものとし、その数は市町村におけ

る消防署の数と同数を基準として、地域特性を勘案した数とする。 
２ 前項の規定による指揮車は、消防本部又は署所が管理するものとする。 
 
（特殊車等） 
第１６条 第５条、第７条から第９条まで及び前４条の規定による消防のための出動に使用する自動車

等のほか、火災の鎮圧、災害の防除等のため、排煙車、林野火災工作車、防災工作車、後方支援車、

航空機等（以下「特殊車等」という。）を地域の実情に応じて配置するものとする。 
２ 前項の規定による特殊車等は、消防本部又は署所が管理するものとする。 
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（非常用消防用自動車等） 
第１７条 第５条の規定による消防ポンプ自動車（以下「稼働中の消防ポンプ自動車」という。）に加

え、水火災等の発生時に始業の時刻から終業の時刻の間にある警防要員以外の者を動員して対処する

必要のある場合（以下「非常時の場合」という。）又は稼働中の消防ポンプ自動車が故障した場合等に

使用するため、人口３０万以下の市町村にあっては稼働中の消防ポンプ自動車８台ごとに１台を基準

とし、人口３０万を超える市町村にあっては稼働中の消防ポンプ自動車４台ごとに１台を基準として、

地域の実情に応じて予備の消防ポンプ自動車（以下「非常用消防ポンプ自動車」という。）を配置する

ものとする。 
２ 第１３条の規定による救急自動車（以下「稼働中の救急自動車」という。）に加え、多数の傷病者が

発生した場合又は稼働中の救急自動車が故障した場合等に使用するため、人口３０万以下の市町村に

あっては稼働中の救急自動車６台ごとに１台を基準とし、人口３０万を超える市町村にあっては稼働

中の救急自動車４台ごとに１台を基準として、地域の実情に応じて予備の救急自動車（以下「非常用

救急自動車」という。）を配置するものとする。 
３ 非常時の場合又は消防用自動車等（消防ポンプ自動車、はしご自動車、化学消防車、大型高所放水

車、泡原液搬送車、救急自動車、救助工作車、指揮車、消防艇及び特殊車等をいう。以下同じ。）のう

ち消防ポンプ自動車及び救急自動車以外のものが故障した場合等に使用するため、地域の実情に応じ

て予備の消防用自動車等を配置するものとする。 
４ 第１項の規定による非常用消防ポンプ自動車、第２項の規定による非常用救急自動車及び前項の規

定による非常時の場合等に使用するための消防用自動車等（以下「非常用消防用自動車等」という。）

は、消防本部又は署所が管理するものとする。 

 
（ＮＢＣ災害対応資機材） 
第１８条 消防本部又は署所に、当該市町村の人口規模、国際空港等及び原子力施設等の立地その他の

地域の実情に応じて、放射性物質、生物剤及び化学剤による災害に対応するための資機材（以下「Ｎ

ＢＣ災害対応資機材」という。）を配置するものとする。 
２ 前項の規定によるＮＢＣ災害対応資機材は、消防本部又は署所が管理するものとする。 
 
（同報系の防災行政無線設備） 
第１９条 市町村に、災害時において住民に対する迅速かつ的確な災害情報の伝達を行うため、同報系

の防災行政無線設備を設置するものとする。 
 
（消防専用電話装置） 
第２０条 消防本部及び署所に、相互の連絡のため、消防専用電話装置を設置するものとする。 
 
（通信装置） 
第２１条 消防本部及び消防団に、相互の連絡のため、必要な通信装置を設置するものとする。 
２ 消防団に、分団との連絡のため、必要な通信装置を設置するものとする 
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（消防救急無線設備） 
第２２条 消防本部と消防用自動車等の間の連絡及び消防用自動車等の相互の連絡のため、消防本部及

び消防用自動車等に、消防救急無線設備を設置するものとする。 
 
（消防本部及び署所の耐震化等） 
第２３条 消防本部及び署所の庁舎は、地震災害及び風水害時等において災害応急対策の拠点としての

機能を適切に発揮するため、十分な耐震性を有し、かつ、浸水による被害に耐え得るよう整備するも

のとする。 
２ 消防本部及び署所に、地震災害及び風水害時等において災害応急対策の拠点としての機能を適切に

発揮するため、非常用電源設備等を設置するものとする。 
３ 消防本部は、大規模な地震災害及び風水害時等において、消防本部又は署所の庁舎が被災により災

害応急対策の拠点としての機能を維持することが困難となった場合に備え、他の署所、公共施設等を

活用して当該機能を確保する計画をあらかじめ策定するものとする。 
 
（都道府県の防災資機材の備蓄等） 
第２４条 都道府県は、林野火災、石油コンビナート災害等の広域的な災害又は大規模な災害の拡大を

防止するため、防災上必要な資機材及び施設を地域の実情に応じて備蓄し、又は整備するとともに、

市町村の求めに応じてこれらを貸与し、又は使用させること等により、市町村の消防力を補完するも

のとする。 
 
第３章 人員に係る指針 
（消防長の責務） 
第２５条 消防長は、消防に関する知識及び技能の修得のための訓練を受けるとともに、広範で高い識

見等を有することにより、その統括する消防本部の有する消防力を十分に発揮させるよう努めるもの

とする。 
 
（消防職員の職務能力） 
第２６条 消防職員は、第３条各号に掲げる事項を実施することができるよう、訓練を受けること等を

通じ、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める能力を備え、その専門性を高めるとともに、

複数の業務の経験を経て、それらの知識及び技術を有することにより、職務能力を総合的に高めるよ

う努めるものとする。 
（１） 警防要員 水火災又は地震等の災害の防御等に関する知識及び技術を有し、災害現場におけ

る警防活動等を的確に行うことができる能力 
（２） 予防要員 防火査察（火災の調査を含む。）及び防火管理、危険物、消防用設備等その他の火

災の予防に関する知識及び技術を有し、火災の予防に関する業務等を的確に行うことができる

能力 
（３） 救急隊の隊員 救急医学に関する知識並びに傷病者の観察、応急処置等に関する知識及び技

術を有し、傷病者の搬送等の活動を的確に行うことができる能力 
（４） 救助隊の隊員 救助資機材等の取扱い及び各種災害における救助方法等に関する知識及び技

術を有し、人命救助等の活動を的確に行うことができる能力 
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（消防隊の隊員） 
第２７条 消防ポンプ自動車（市街地に該当しない地域に設置した署所に配置するものを除く。）に搭

乗する消防隊の隊員の数は、消防ポンプ自動車１台につき５人とする。ただし、当該消防隊が消防活

動上必要な隊員相互間の情報を伝達するための資機材を有し、かつ、当該車両にホースを延長する作

業の負担を軽減するための資機材又は装置を備えている場合にあっては、当該消防隊の隊員の数を４

人とすることができ、２の消防隊が連携して火災の鎮圧等を行うことにより、それぞれの消防隊が

別々に火災の鎮圧等を行う場合と同等又はそれ以上の効果が得られる場合に あっては、いずれか一

方の消防隊の隊員の数を４人とすることができる。 
２ 手引動力ポンプ又は小型動力ポンプを操作する消防隊の隊員の数は、それぞれ１台につき４人とす

る。 
３ はしご自動車（市街地に該当しない地域に設置した署所に配置するものを除く。）に搭乗する消防

隊の隊員の数は、はしご自動車１台につき５人とする。ただし、当該車両にはしご操作時の障害監視

を軽減するための自動停止装置を有し、かつ、他の消防隊又は救助隊との連携活動が事前に計画され

ている場合にあっては、当該消防隊の隊員の数を４人とすることができる。 
４ 化学消防車（市街地に該当しない地域に設置した署所に配置するものを除く。）に搭乗する消防隊

の隊員の数は、化学消防車１台につき５人とする。ただし、当該消防隊が消防活動上必要な隊員相互

間の情報を伝達するための資機材を有し、かつ、当該車両にホースを延長する作業の負担を軽減する

ための資機材又は装置を備えている場合にあっては、当該消防隊の隊員の数を４人とすることができ

る。 
５ 消防用自動車等のうち第１項、第３項及び前項に規定するもの以外のもの（救急自動車、航空機の

うち救急業務に用いる航空機（以下「救急用航空機」という。）、救助工作車及び指揮車を除く。）に搭

乗する消防隊の隊員の数は、それぞれの機能を十分に発揮できると認められる数とする。 
６ 第１項及び第２項の規定による消防隊の隊員のうち、１人は、消防本部及び署所にあっては消防士

長以上の階級にある者とし、消防団にあっては班長以上の階級にある者とするものとする。 
７ 第３項及び第４項の規定による消防隊の隊員のうち、１人は、消防士長以上の階級にある者とする

ものとする。 
 
（救急隊の隊員） 

第２８条 消防法施行令第４４条第１項に規定する救急隊の救急自動車に搭乗する救急隊員の数は、

救急自動車１台につき３人とする。ただし、傷病者を１の医療機関から他の医療機関へ搬送する場

合であって、これらの医療機関に勤務する医師、看護師、准看護師又は救急救命士が救急自動車に

同乗しているときは、救急自動車１台につき２人とすることができる。 

２ 消防法施行令第４４条第２項に規定する救急隊の救急自動車に搭乗する隊員の数は、救急隊員２

人及び准救急隊員１人とする。 

３ 救急業務の対象となる事案が特に多い地域においては、地域の実情に応じて前２項の規定による

救急自動車に搭乗する救急隊の隊員の代替要員を確保するものとする。 

４ 救急用航空機に搭乗する救急隊員の数は、救急用航空機１機につき２人とする。 
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５ 第１項及び第２項の規定による救急自動車に搭乗する救急隊員のうち、１人は、消防士長以上の

階級にある者とするものとする。 

６ 第１項及び第２項の規定による救急自動車並びに第４項の規定による救急用航空機に搭乗する救

急隊の隊員のうち、１人以上は、救急救命士とするものとする。 
 
（救助隊の隊員等） 
第２９条 救助工作車に搭乗する救助隊の隊員の数は、救助工作車１台につき５人とする。 
２ 前項の規定による救助工作車に搭乗する救助隊の隊員のうち、１人は、消防士長以上の階級にある

者とするものとする。 
３ 人命救助を必要とする災害又は事故が多発する地域においては、消防団に地域の実情に応じて必要

と認められる数の救助のための要員を配置することができる。 
 
（指揮隊の隊員） 
第３０条 指揮車に搭乗する指揮隊の隊員の数は、指揮車１台につき３人以上とする。ただし、災害が

発生した場合に多数の人命が危険にさらされ、又は消防活動上の困難が発生するおそれが大きい百貨

店、地下街、大規模な危険物の製造所等その他の特殊な施設等が管轄区域に存する消防署に配置する

指揮車に搭乗する指揮隊の隊員の数は、指揮車１台につき４人以上とする。 
２ 前項の規定による指揮車に搭乗する指揮隊の隊員のうち、１人は、消防司令以上の階級にある者と

する。 
 
（通信員） 
第３１条 消防本部及び消防署に、常時、通信員を配置するものとする。 
２ 消防本部に配置する通信員の総数は、人口３０十万以下の市町村にあってはおおむね人口１０万ご

とに５人を基準とし、人口３０万を超える市町村にあっては１５人に人口３０万を超える人口につい

ておおむね人口１０万ごとに３人を加えた人数を基準として、通信指令体制、通信施設の機能及び緊

急通報の受信件数等を勘案した数とする。 
３ 消防本部に配置する通信員のうち、同時に通信指令管制業務に従事する職員の数は、２人以上とす

る。ただし、緊急の場合その他やむを得ない場合に限り、当該通信員の数を一時的に減ずることがで

きる。 
 
 
（消防本部及び署所の予防要員） 
第３２条 消防本部及び署所における予防要員の数は、次の各号に掲げる数を合算して得た数を基準と

して、市町村の人口、市町村の区域の面積、少量危険物の施設の数及び種類等、市町村における消防

法第７条に基づく消防長又は消防署長の同意の件数、消防用設備等の設置に係る届出の件数、石油コ

ンビナート等特別防災区域の有無並びに火災予防に関する事務執行体制を勘案した数とする。 
（１） 市町村に存する特定防火対象物（消防法第１７条の２の５第２項第４号に規定する特定防火

対象物をいう。以下同じ。）の数に７３０分の１２を乗じて得た数 
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（２） 市町村に存する特定防火対象物以外の防火対象物の数に２，４００分の２を乗じて得た数 
（３） 市町村に存する一戸建ての住宅の数に２万２，０００分の３を乗じて得た数 
（４） 市町村に設置されている別表第８に掲げる危険物の製造所等の区分に応じた危険物の製造所

等の数に、同表に定める補正係数をそれぞれ乗じて得た数の合計を１５０で除して得た数 
２ 前項の場合において、同項第１号、第２号及び第４号に掲げる数を合算して得た数に相当する予防

要員の数は、２人以上とする。 
３ 消防本部及び消防署において、火災の予防に関する業務等を的確に行うため、火災の予防を担当す

る係又は係に相当する組織には、当該消防本部及び消防署の管轄区域に存する防火対象物、危険物の

製造所等の種類、規模等を勘案し、火災の予防に関する高度な知識及び技術を有するものとして消防

庁長官が定める資格を有する予防技術資格者を１人以上配置するものとする。 
 
（兼務の基準） 
第３３条 消防ポンプ自動車、はしご自動車又は化学消防車及び救急自動車を配置した消防本部又は署

所の管轄区域において、当該救急自動車の出動中に火災が発生する頻度がおおむね２年に１回以下で

あり、当該救急自動車が出動中であっても当該消防本部又は当該署所ごとに消防ポンプ自動車、はし

ご自動車又は化学消防車の速やかな出動に必要な消防隊の隊員を確保でき、かつ、当該救急自動車に

搭乗する専任の救急隊の隊員を配置することが困難である場合には、当該消防ポンプ自動車、はしご

自動車又は化学消防車に搭乗する消防隊の隊員は、救急自動車に搭乗する救急隊と兼ねることができ

る。 
２ 消防ポンプ自動車（第１０条の規定により消防ポンプ自動車とみなされる化学消防車を含む。以下

この項において同じ。）及び救急自動車を配置した都市部の署所の管轄区域において当該救急自動車

の出動中に火災が発生した場合において、当該署所とその管轄区域が隣接する消防署又はその出張所

（以下この項において「隣接署所」という。）に配置された消防ポンプ自動車の出動によって延焼防止

のための消防活動を支障なく行うことができ、当該署所の消防ポンプ自動車及び救急自動車の出動状

況等を隣接署所において常時把握することができる体制を有し、かつ、当該救急自動車に搭乗する専

任の救急隊の隊員を配置することが困難である場合には、当該消防ポンプ自動車に搭乗する消防隊の

隊員は、救急自動車に搭乗する救急隊と兼ねることができる。 
３ 前条第１項の規定にかかわらず、同項第２号に掲げる数に２分の１を乗じて得た数と同項第３号に

掲げる数とを合算して得た数を超えない範囲内の数の予防要員については、予防業務の執行に支障の

ない範囲に限り、必要な数の警防要員をもって充てることができる。ただし、第１号に掲げる数から

第２号に掲げる数を除いて得た数に相当する予防要員の数が２人に満たない場合は、この限りでない。 
（１） 前条第１項第１号、第２号及び第４号に掲げる数を合算して得た数 
（２） 前条第１項第２号に定める数の２分の１を超えない範囲内の数に相当すると認められる警防

要員をもって充てることとされる予防要員の数 
４ 前項の場合において、次の各号に掲げる業務を行うに当たっては、当該各号に定める要件を満たす

警防要員をもって充てなければならない。 
（１） 消防法第１７条に基づき消防用設備等（消火器具を除く。）の設置が義務づけられている共同

住宅に対する立入検査業務 前条第３項に規定する予防技術資格者であること。 
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（２） 前号に掲げるもの以外の共同住宅に対する立入検査業務 消防学校の教育訓練の基準（平成

１５年消防庁告示第３号）第５条第２項第３号に規定する予防査察科を修了した者又は同等以

上の知識及び技術を有すると認められる者であること。 
（３） 共同住宅又は一戸建て住宅に対する防火指導業務 当該業務の執行に必要な知識及び技術を

有すると認められる者であること。 
 
（消防本部及び署所の消防職員の総数） 
第３４条 消防本部及び署所における消防職員の総数は、次の各号に掲げる数を合算して得た数を基準

として、勤務の体制、業務の執行体制、年次休暇及び教育訓練の日数等を勘案した数とする。 
（１） 消防本部及び署所の管理する消防用自動車等のうち非常用消防用自動車等以外のものを常時

運用するために必要な消防隊、救急隊、救助隊及び指揮隊の隊員の数（ただし、消防隊の隊員

については、火災の鎮圧等に支障のない範囲内で、消防用自動車等のうち複数のものについて、

１の消防隊が搭乗することを、消防本部の規模及び消防用自動車等の保有状況等を勘案して消

防庁長官が定めるところによりあらかじめ定めている場合にあっては、当該複数のものそれぞ

れを常時運用するとした場合に、それぞれについて必要となる消防隊の隊員の数のうち最大の

ものとする。） 
（２） 第３１条に規定する通信員の数 
（３） 第３２条第１項に規定する予防要員の数 
（４） 消防本部及び署所の総務事務等（消防の相互応援に関する業務を含む。）の執行のために必要

な消防職員の数 
２ 前項の規定により消防職員の総数を計算する場合においては、前条第１項及び第２項の規定により

消防ポンプ自動車、はしご自動車又は化学消防車に搭乗する消防隊の隊員が救急自動車に搭乗する救

急隊と兼ねる場合にあっては、前項第１号中「ただし」とあるのは「ただし、救急隊を兼ねる消防隊

の隊員については、当該消防隊の隊員が搭乗する消防ポンプ自動車、はしご自動車又は化学消防車を

常時運用するために必要な消防隊の隊員の数とし」と、前条第３項の規定により予防要員について警

防要員をもって充てる場合にあっては、前項第３号中「予防要員の数」とあるのは「予防要員の数か

ら警防要員をもって充てる数を除いた数」と読み替えるものとする。 
 
（消防団の設置） 
第３５条 消防団は、地域防災力の中核として将来にわたり欠くことのできない代替性のない存在とし

て、１市町村に１団を置くものとする。ただし、市町村の合併等消防団の沿革その他の特段の事情が

ある場合は、１市町村に２団以上置くことができる。 
 
（消防団の業務及び人員の総数） 
第３６条 消防団は、次の各号に掲げる業務を行うものとし、その総数は、当該業務を円滑に遂行する

ために、地域の実情に応じて必要な数とする。 
（１） 火災の鎮圧に関する業務 
（２） 火災の予防及び警戒に関する業務 
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（３） 救助に関する業務 
（４） 地震、風水害等の災害の予防、警戒及び防除並びに災害時における住民の避難誘導等に関す

る業務 
（５） 武力攻撃事態等における警報の伝達、住民の避難誘導等国民の保護のための措置に関する業

務 
（６） 地域住民（自主防災組織等を含む。）等に対する指導、協力、支援及び啓発に関する業務 
（７） 消防団の庶務の処理等の業務 
（８） 前各号に掲げるもののほか、地域の実情に応じて、特に必要とされる業務 

 
（副団長等） 
第３７条 消防団に、指揮活動を行うため、副団長、分団長、副分団長、部長及び班長を配置すること

ができる。 
 
14T別表第 14T14T１14T（第４条第１項関係） 

市街地の人口（万人） 署所の数 
１ １ 
２ １ 
３ １ 
４ ２ 
５ ２ 
６ ２ 
７ ３ 
８ ３ 
９ ３ 
１０ ３ 
１１ ４ 
１２ ４ 
１３ ４ 
１４ ４ 
１５ ５ 
１６ ５ 
１７ ５ 
１８ ５ 
１９ ６ 
２０ ６ 
２１ ６ 
２２ ６ 
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２３ ７ 
２４ ７ 
２５ ７ 
２６ ８ 
２７ ８ 
２８ ８ 
２９ ８ 
３０ ９ 

備考  

 市街地の人口については、当該人口の１万未満の端数を四捨五入して得る数による。  

 
別表第２（第４条第１項関係） 

市街地の人口（万人） 署所の数 
１ １ 
２ １ 
３ １ 
４ ２ 
５ ２ 
６ ２ 
７ ３ 
８ ３ 
９ ３ 
１０ ４ 
１１ ４ 
１２ ４ 
１３ ５ 
１４ ５ 
１５ ５ 
１６ ５ 
１７ ６ 
１８ ６ 
１９ ６ 
２０ ７ 
２１ ７ 
２２ ７ 
２３ ８ 
２４ ８ 
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２５ ８ 
２６ ９ 
２７ ９ 
２８ ９ 
２９ １０ 
３０ １０ 

備考 

市街地の人口については、当該人口の１万未満の端数を四捨五入して得る数による。  

 
別表第３（第５条第１項関係） 

市街地の人口

（万人）  

署所の管理する動力消防

ポンプの数  

消防団の管理する動力消防ポンプの数  

１  消防ポンプ自動車２台  消防ポンプ自動車３台 

手引動力ポンプ又は小型動力ポンプ１口  

２  消防ポンプ自動車２台  消防ポンプ自動車３台 

手引動力ポンプ又は小型動力ポンプ２口  

３  消防ポンプ自動車３台  消防ポンプ自動車２台 

手引動力ポンプ又は小型動力ポンプ３口  

４  消防ポンプ自動車４台  消防ポンプ自動車１台 

手引動力ポンプ又は小型動力ポンプ４口  

５  消防ポンプ自動車４台  消防ポンプ自動車１台 

手引動力ポンプ又は小型動力ポンプ５口  

６  消防ポンプ自動車５台  消防ポンプ自動車１台 

手引動力ポンプ又は小型動力ポンプ６口  

７  消防ポンプ自動車６台  動力消防ポンプ７口  

８  消防ポンプ自動車６台  動力消防ポンプ７口  

９  消防ポンプ自動車６台  動力消防ポンプ７口  

１０  消防ポンプ自動車６台  動力消防ポンプ８口  

１１  消防ポンプ自動車７台  動力消防ポンプ９口  

１２  消防ポンプ自動車７台  動力消防ポンプ１０口  

１３  消防ポンプ自動車７台  動力消防ポンプ１０口  

１４  消防ポンプ自動車７台  動力消防ポンプ１１口  

１５  消防ポンプ自動車８台  動力消防ポンプ１１口  

１６  消防ポンプ自動車８台  動力消防ポンプ１２口  

１７  消防ポンプ自動車８台  動力消防ポンプ１２口  

１８  消防ポンプ自動車８台  動力消防ポンプ１３口  

１９  消防ポンプ自動車９台  動力消防ポンプ１４口  
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２０  消防ポンプ自動車９台  動力消防ポンプ１５口  

２１  消防ポンプ自動車１０台  動力消防ポンプ１５口  

２２  消防ポンプ自動車１０台  動力消防ポンプ１６口  

２３  消防ポンプ自動車１０台  動力消防ポンプ１７口  

２４  消防ポンプ自動車１１台  動力消防ポンプ１７口  

２５  消防ポンプ自動車１１台  動力消防ポンプ１８口  

２６  消防ポンプ自動車１２台  動力消防ポンプ１９口  

２７  消防ポンプ自動車１２台  動力消防ポンプ２０口  

２８  消防ポンプ自動車１３台  動力消防ポンプ２０口  

２９  消防ポンプ自動車１３台  動力消防ポンプ２１口  

３０  消防ポンプ自動車１４台  動力消防ポンプ２１口  

備考 

（１）市街地の人口については、当該人口の１万未満の端数を四捨五入して得る数による。  

（２）市街地の人口が７万以上の場合において消防団の管理する動力消防ポンプの数は、当該動力消防

ポンプの数について第５条第４項の規定に準じて算出した口数が、本表中に規定する消防団の管理

する動力消防ポンプの口数を満たす数とする。  

 

別表第４（第５条第１項関係） 

市街地の人口

（万人）  

署所の管理する動力消防ポ

ンプの数  

消防団の管理する動力消防ポンプの数  

１  消防ポンプ自動車２台  消防ポンプ自動車３台 

手引動力ポンプ又は小型動力ポンプ２口  

２  消防ポンプ自動車２台  消防ポンプ自動車３台 

手引動力ポンプ又は小型動力ポンプ３口  

３  消防ポンプ自動車３台  消防ポンプ自動車２台 

手引動力ポンプ又は小型動力ポンプ４口  

４  消防ポンプ自動車４台  消防ポンプ自動車１台 

手引動力ポンプ又は小型動力ポンプ５口  

５  消防ポンプ自動車４台  消防ポンプ自動車１台 

手引動力ポンプ又は小型動力ポンプ６口  

６  消防ポンプ自動車５台  消防ポンプ自動車１台 

手引動力ポンプ又は小型動力ポンプ７口  

７  消防ポンプ自動車６台  動力消防ポンプ８口  

８  消防ポンプ自動車６台  動力消防ポンプ８口  

９  消防ポンプ自動車６台  動力消防ポンプ９口  

１０  消防ポンプ自動車７台  動力消防ポンプ９口  

１１  消防ポンプ自動車７台  動力消防ポンプ１０口  
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１２  消防ポンプ自動車７台  動力消防ポンプ１１口  

１３  消防ポンプ自動車８台  動力消防ポンプ１２口  

１４  消防ポンプ自動車８台  動力消防ポンプ１２口  

１５  消防ポンプ自動車８台  動力消防ポンプ１３口  

１６  消防ポンプ自動車９台  動力消防ポンプ１３口  

１７  消防ポンプ自動車９台  動力消防ポンプ１４口  

１８  消防ポンプ自動車１０台  動力消防ポンプ１５口  

１９  消防ポンプ自動車１０台  動力消防ポンプ１６口  

２０  消防ポンプ自動車１１台  動力消防ポンプ１７口  

２１  消防ポンプ自動車１１台  動力消防ポンプ１８口  

２２  消防ポンプ自動車１２台  動力消防ポンプ１８口  

２３  消防ポンプ自動車１２台  動力消防ポンプ１９口  

２４  消防ポンプ自動車１３台  動力消防ポンプ２０口  

２５  消防ポンプ自動車１３台  動力消防ポンプ２１口  

２６  消防ポンプ自動車１４台  動力消防ポンプ２２口  

２７  消防ポンプ自動車１４台  動力消防ポンプ２３口  

２８  消防ポンプ自動車１５台  動力消防ポンプ２３口  

２９  消防ポンプ自動車１５台  動力消防ポンプ２４口  

３０  消防ポンプ自動車１６台  動力消防ポンプ２５口  

備考 

（１）市街地の人口については、当該人口の１万未満の端数を四捨五入して得る数による。  

（２）市街地の人口が７万以上の場合において消防団の管理する動力消防ポンプの数は、当該動力消防

ポンプの数について第５条第４項の規定に準じて算出した口数が、本表中に規定する消防団の管理

する動力消防ポンプの口数を満たす数とする。  

 
 
別表第５（第５条第２項関係） 

分割に係る地域

の人口（万人）  

署所の管理する動力消防

ポンプの数  
消防団の管理する動力消防ポンプの数 

１  消防ポンプ自動車１台  動力消防ポンプ１口  

２  消防ポンプ自動車１台  動力消防ポンプ２口  

３  消防ポンプ自動車２台  動力消防ポンプ３口  

４  消防ポンプ自動車３台  動力消防ポンプ４口  

５  消防ポンプ自動車３台  動力消防ポンプ５口  

６  消防ポンプ自動車４台  動力消防ポンプ６口  

備考 

（１）市街地の人口については、当該人口の１万未満の端数を四捨五入して得る数による。  

（２）消防団の管理する動力消防ポンプの数は、当該動力消防ポンプの数について第５条第４項の規定
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に準じて算出した口数が、本表中に規定する消防団の管理する動力消防ポンプの口数を満たす数と

する。  

 

別表第６（第５条第３項関係） 

準市街地の人口（人） 準市街地に配置する動力消防ポンプの数 

１，０００以上３，０００未満  動力消防ポンプ４口  

３，０００以上５，０００未満  動力消防ポンプ６口  

５，０００以上１０，０００未満  動力消防ポンプ８口  

備考 

準市街地に配置する動力消防ポンプの数は、当該動力消防ポンプの数について第５条第４項の規定に

準じて算出した口数が、本表中に規定する準市街地に配置する動力消防ポンプの口数を満たす数とする。  

 
別表第７（第８条第１項第１号関係） 

第四類危険物の五対象施設 補正係数 
製造所 ５．０ 
屋内貯蔵所 ０．１ 
屋外タンク貯蔵所 １．０ 
屋外貯蔵所 ０．１ 
一般取扱所 １．５ 

 
14T別表第 14T14T８14T（第３２条第１項第４号関係） 

危険物の製造所等の区分 補正係数 
予防規程を定めなければならない製造所等（給油取扱所を除く。） １．８ 
製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋外貯蔵所及び一般  取

扱所（予防規程を定めなければならない製造所等を除く。） 
１．０ 

地下タンク貯蔵所及び給油取扱所 ０．９ 
屋内タンク貯蔵所、簡易タンク貯蔵所、移動タンク貯蔵所及び 販

売取扱所 
０．７ 
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昭和３９年１２月１０日 

消防庁告示第７号 

最終改正 平成２６年１０月 

 

消防水利の基準 
 
消防法（昭和２３年法律第１８６号）第２０条第１項の規定に基づき、消防水利の基準を次のように

定める。 
 

第１条 この基準は、市町村の消防に必要な水利について定めるものとする。 
第２条 この基準において、消防水利とは、消防法（昭和２３年法律第百８６号）第２０条第２項に規

定する消防に必要な水利施設及び同法第２１条第１項の規定により消防水利として指定されたものを

いう。 
２ 前項の消防水利を例示すれば、次のとおりである。 
（１） 消火栓 
（２） 私設消火栓 
（３） 防火水そう 
（４） プール 
（５） 河川、溝等 
（６） 濠、池等 
（７） 海、湖 
（８） 井戸 
（９） 下水道 

第３条 消防水利は、常時貯水量が４０立方メートル以上又は取水可能水量が毎分１立方メートル以上

で、かつ、連続４０分以上の給水能力を有するものでなければならない。 
２ 消火栓は、呼称６５の口径を有するもので、直径１５０ミリメートル以上の管に取り付けられてい

なければならない。ただし、管網の１辺が１８０メートル以下となるように配管されている場合は、

７５ミリメートル以上とすることができる。 
３ 私設消火栓の水源は、５個の私設消火栓を同時に開弁したとき、第１項に規定する給水能力を有す

るものでなければならない。 
第四条 消防水利は、市街地（消防力の整備指針（平成１２年消防庁告示第１号）第２条第１号に規定

する市街地をいう。以下本条において同じ。）又は準市街地（消防力の整備指針第２条第２号に規定す

る準市街地をいう。以下本条において同じ。）の防火対象物から１の消防水利に至る距離が、4T別表 4Tに

掲げる数値以下となるように設けなければならない。 
２ 市街地又は準市街地以外の地域で、これに準ずる地域の消防水利は、当該地域内の防火対象物から

１の消防水利に至る距離が、１４０メートル以下となるように設けなければならない。 
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３ 前２項の規定に基づき配置する消防水利は、消火栓のみに偏することのないように考慮しなければ

ならない。 
４ 第１項及び第２項の規定に基づき消防水利を配置するに当たっては、大規模な地震が発生した場合

の火災に備え、耐震性を有するものを、地域の実情に応じて、計画的に配置するものとする。 
第５条 消防水利が、指定水量（第３条第１項に定める数量をいう。）の１０倍以上の能力があり、か

つ、取水のため同時に５台以上の消防ポンプ自動車が部署できるときは、当該水利の取水点から１４

０メートル以内の部分には、その他の水利を設けないことができる。 
第６条 消防水利は、次の各号に適合するものでなければならない。 

（１） 地盤面からの落差が４．５メートル以下であること。 
（２） 取水部分の水深が０．５メートル以上であること。 
（３） 消防ポンプ自動車が容易に部署できること。 
（４） 吸管投入孔のある場合は、その１辺が０．６メートル以上又は直径が０．６メートル以上で

あること。 
第７条 消防水利は、常時使用しうるように管理されていなければならない。 
 
別表（第四条関係） 

平均風速 
＼ 

用途地域 

年間平均風速が四メートル

毎秒未満のもの 
年間平均風速が四メートル

毎秒以上のもの 

近隣商業地域 
商業地域 
工業地域 
工業専用地域 

（メートル） 

１００ ８０ 

その他の用途 
地域及び用途地域の定

められていない地域 
（メートル） 

１２０ １００ 

備考 
用途地域区分は、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第８条１項第１号に規定するところによ

る。 


